
 

消防本部目標 
 
【概要】 

消防本部は、消防総務課・予防課・消防署の３課で構成し、市民の生命、身体

及び財産を火災その他の災害から守るため業務に取り組んでいます。 

消防本部の目標（令和７年度） 消防長 

【基本方向】 

災害時に迅速的確な対応ができるよう、消防施設の整備と適正な人員確保に努めます。 

安全教育を推進するとともに働きやすい職場を作ります。火災予防施策の推進及び消防団員

の増員により地域消防力を向上させ火災のないまちを目指します。 

【達成すべき目標】 

１ 働きやすい職場づくりの推進 

福利厚生や組織を活性化させる制度を

充実させ男性職員も女性職員も働きやす

い職場づくりを推進します。 

 

 

 

２ 安全教育の推進 

消防職員や団員の安全教育を推進し事

故のない職場環境を目指します。 

 

 

３ 消防団の活性化にかかる検討 

消防団員の定数の適正化、福利厚生、車

両及び装備等について方針を定めるとと

もに消防団と自主防災組織との連携強化

を促進し地域消防力を向上させます。 

 

 

 

 

 

 

４ 火災予防の推進 

危険物施設及び防火対象物の立入検査

や指導を促進するとともに住宅用火災警

報器の設置を推進し、火災に因る被害の軽

減を図ります。 

 

【目標の達成度】 

１ 働きやすい職場づくりの推進 

  育児休暇や子及び親の看護に係る特別

休暇制度の周知徹底や管理職への意識啓

発を行った結果、取得率が増加し、働きや

すい職場環境づくりができました。 

 

 

２ 安全教育の推進 

消防職団員ともに基本訓練の反復や消

火活動訓練を通じた安全教育を行い事故

のない活動ができました。 

 

３ 消防団の活性化にかかる検討 

従来の団員定数552名を市の現状に則し

た500名に改定しました。消防団活性化検

討委員会では、消防団員の増員や操法大

会の開催方法の見直し等、消防団活動の

負担軽減について検討しました。 

消防団と自主防災組織の連携強化を促

進させるため、共同で訓練が実施できる

よう消防団から継続して声掛けを行って

いきます。 

 

４ 火災予防の推進 

  危険物施設及び防火対象物の立入検査  

を年間計画に基づき実施し、多くの違反を

是正することが出来ました。また、住宅用

火災警報器の設置や交換に関する周知や、

65 歳以上の高齢者世帯や身体障害者世帯



 

 

 

 

への消防職員による無償設置を計画的に

実施し、火災予防の推進をすることができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

消防総務課目標 
 
【概要】 
  消防総務課は、総務係の１係５名で構成し、消防施策の企画、予算の調整、消

防職員の福利厚生、消防施設等の管理保全、消防団事務等に取り組んでいます。 

消防総務課の目標（令和７年度） 消防総務課長 

【基本方向】 

消防団員が災害現場で安全に活動出来るよう訓練等を積極的に実施します。 

地域消防力を安定させるため、消防団員の確保や車両及び装備の充実を推進します。 

消防職団員の福利厚生を向上します。 

【達成すべき目標】 

１ 消防施設及び消防車両等の更新 

消防施設の検討及び災害対応に支障を

来さぬよう車両、装備の充実を図るため、

計画的な更新を推進します。 

 

 

 

２ 消防団員の安全管理能力向上 

訓練を通じて消防団員の安全管理能力

を向上させ、現場活動における安全対策

を強化します。 

 

 

 

３ 消防団に係る諸問題の解決 

消防分団長以上で組織する３つの委員

会において問題点を検討し、方針を決定

します。 

(1) 組織等検討委員会 

分団部の統廃合と団員定数の適正化及

び基本団員の増員並びに女性団員の活動

について 

(2) 車両等検討委員会 

詰所規格や詰所と機庫の統廃合及び車

両仕様や配備数並びに個人装備の充実に

ついて 

(3) 活動等検討委員会 

消防団行事の検討及び消防団員の福利

厚生の促進について 

【目標の達成度】 

１ 消防施設及び消防車両等の更新 

  第11分団の詰所と機庫を統合し、車両

２台が格納できる詰所として新築しまし

た。消防署本署に消防自動車１台を購入

し配備しました。第２分団第１部の消防

自動車１台を更新しました。 

 

２ 消防団員の安全管理能力向上 

  各分団が年間を通じて火災を想定した

訓練を実施しました。また、消防団幹部

が君津地区合同で開催された安全管理セ

ミナーを受講し安全対策の基礎知識を習

得できました。 

 

３ 消防団に係る諸問題の解決 

(1) 組織等検討委員会 

  団員定数を委員会で実現可能な数値を

協議し、現行の条例定数552名から500名

に条例改正しました。 

  基本団員及び女性団員の増員を図りま

したが、ほぼ現状維持となりました。 

(2) 車両等検討委員会 

  第11分団第1部の詰所と機庫を１カ所に

統合し、第２分団第１部の車両を更新し

ました。 

(3) 活動等検討委員会 

消防出初式演技内容を見直し、コロナ

禍により中断されていた幼年消防による

防火演奏を再開させたことで観覧者等も



 

 

 

 

４ 職員の勤務体制及び年次有給休暇の取

得促進 

休日勤務手当てや管理職員特別勤務手当

ての支給により勤務人員の確保に努め、特

定事業主行動計画に基づく年次有給休暇の

取得を促進します。 

 

 

 

 

 

 

増加し、市民の防火意識の向上に繋がり

ました。 

 

４ 職員の勤務体制及び年次有給休暇の取

得促進 

  週休者による日勤勤務を確立させたこ

とで、各当務隊の日中の人員が確保でき

一人あたりの年次有給休暇取得率の向上

に繋がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

予防課目標 
 
【概要】 

予防課は、予防係の１係５名で構成し、防火対象物及び危険物施設に対する防

火指導、火災予防啓発、火災原因の損害調査等に取り組んでいます。 

予防課の目標（令和７年度） 予防課長 

【基本方向】 

 防火対象物に対する防火指導及び危険物施設に対しての維持管理を指導するとともに、住宅

用火災警報器の設置を推進し、火災予防思想の普及啓発、防火意識の高揚を図ります。 

【達成すべき目標】 

１ 防火対象物に対する指導 

  防火対象物の立入検査を随時実施、重

大な違反に対して所有者等に消防法令に

基づき指導し、違反対象物の軽減を図り

ます。 

 

２ 危険物の保安に関する普及活動 

  危険物施設の立入検査を随時実施、施

設の関係者に対して危険物に関する広報

活動を充実させ危険物を安全に取り扱う

ための知識を周知し、保安に対する意識

の向上を図ります。 

 

３ 火災予防の推進 

  住宅用火災警報器の設置及び10年を経

過した警報器の取り替えを各火災予防運

動及び年間を通じて広報するとともに、

火災による人的被害を軽減するため、65

歳以上の高齢者、身体障害者の居住する

世帯に無償で住宅用火災警報器を消防職

員が設置します。 

 

【目標の達成度】 

１ 防火対象物に対する指導 

  防火対象物に対する立入検査を年 

 間計画により実施、重大な違反に対 

 しては厳正に対処して、多くの違反 

 を是正することができました。 

 

２ 危険物の保安に関する普及活動 

  危険物施設に対する立入検査を年 

 間計画により実施、施設の関係者に 

 対して危険物を安全に取り扱う知識 

 と保安に関する意識の向上を図るこ 

 とが出来ました。 

 

３ 火災予防の推進 

  住宅用火災警報器の設置及び 10 年 

 を経過した警報器の取り換えを秋、春 

 の火災予防運動のイベント等で周知 

 しました。また、65歳以上の高齢者 

 世帯及び身体障害者の居住する世帯 

に無償で警報器を消防職員が設置す 

る事業を計画的に実施し、火災予防の 

推進をすることが出来ました。 

 

 

 

 

 



 

消防署目標 
 
【概要】 

消防署本署は署長以下、署日勤、第１消防隊、第２消防隊及び第３消防隊の消防

係、救急係、救助係及び通信係の４係59名、消防署天羽分署は分署長以下、第１消

防隊、第２消防隊及び第３消防隊の消防係及び救急係の２係24名で構成し、火災の

警戒、鎮圧、人命救助、傷病者の搬送等、災害対応業務に取り組んでいます。 

消防署の目標（令和７年度） 消防署長・消防分署長 

【基本方向】 

 職員の若年化による災害対応能力の低下を防ぐため、現場活動に必要な知識、技術の継承を

図るとともに、安全管理を徹底し、実践的な訓練を継続して行い、各種災害活動において迅速

的確に対応できるよう取り組みます。 

 また、消防団との連携を図り、地域消防力の強化を図ります。 

【達成すべき目標】 

１ 災害現場対応能力の向上 

  指揮隊及び訓練担当を中心に各署及び

各消防隊における災害活動の統一化を図

り、迅速で的確な現場対応に努めます。 

   また、実践的な訓練を継続し、中堅職員

の現場指揮能力向上に取り組みます。 

 

 

 

２ 事故防止対策 

現場活動及び緊急走行時の基本的な安

全確認を徹底すると共に、隊全員で状況把

握を迅速に行い、的確な判断で安全な活動

を実施します。 

 

 

３ 消防団との連携 

地域防災の要である消防団との連携

は、現場活動を行う上で重要であり、消

防団活動訓練を通して消防団の活動能力

向上を図り、更なる連携強化に繋げま

す。 

【目標の達成度】 

１ 災害現場対応能力の向上 

  災害活動の統一化を図り、継続的に訓

練を行うことで、隊員が入れ替わった場

合にも迅速に対応でき、且つ、安全管理

の徹底に繋げることができました。 

  また、中堅職員を中心に訓練を展開

し、指導力及び指揮能力が向上しまし

た。 

 

２ 事故防止対策 

  全職員を対象に緊急自動車運転研修会

を開催しました。 

  また、基礎体力の向上を推進し、熱中

症対策等を講じることで、現場活動での

安全確保に繋げました。 

 

３ 消防団との連携 

  消防団活動訓練の継続的な取り組みに

より、迅速な現場活動に努めました。今

後も山林火災や水防を想定した訓練を行

い、活動能力の向上に努めます。 

 


